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旭川市建築部 建築･設備関係請負工事監督要領 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この要領は，旭川市長が契約する請負工事（建築部公共建築課及び設備課職員が監督業

務に当たる工事に限る。）の施工に際し，契約書及び設計図書（以下「契約図書」という。）に

基づき，契約の適正な履行を確保するとともに，工事が円滑に進められるよう，監督業務を行

う職員（以下「工事監督員」という。）の指定及び職務について定める。 

 

（工事監督員の指定等） 

第２条 公共建築課長又は設備課長（以下「工事担当課長」という。）は次表の区分に応じて，

工事の請負契約ごとに工事監督員を指定する。 

    項目 

名称 
対象職員 対象工事 

総括監督員 
工事担当課長又は工事担当課長が指

定する職員 

全ての工事 

主任監督員 

監督業務を本務とする課長補佐，担

当係長又は主査 

工事担当課長が監督業務上，主任監

督員を指定する必要がないと判断し

たものを除いた工事 

監督員 

工事担当課長を除く監督業務を本務

とする全ての職員（必要に応じ２名

以上指定することができる。） 

全ての工事 

２ 工事担当課長は，工事監督員を２名以上指定した場合は，各工事監督員の分担する業務内容

を明示する。 

３ 工事監督員は，工事目的物の受渡しをもって解任される。 

４ 職員の配置その他のやむを得ない事情があるときは，第１項の規定によらないことができる。 

 

（工事監督員の一般的職務） 

第３条 工事監督員は，次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 契約の履行についての請負人又は請負人の現場代理人（以下「現場代理人」という。）に

対する必要な指示，承諾又は協議 

(2) 契約図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負人（約款第 10条

第２項により現場代理人が請負人の権限を行使する場合は，現場代理人。第 17 条を除き，

以下同じ。）が作成した詳細図等の承諾 

(3) 契約図書に基づく工程の管理，立会い，工事の施工状況の検査（確認を含む。）又は工事

材料の試験若しくは検査 

(4) 工事の内容の変更，一時中止又は契約の解除の必要性があると認められる場合における

措置に係る上申（理由を含む。），その他契約図書に基づく必要事項の報告 

２ 工事監督員は，請負契約の適正な履行を確保するために，契約図書を把握しなければならな

い 

３ 工事監督員は，監督の実施に当たっては，請負人の業務を不当に妨げる行為をしてはならな

い。 
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４ 工事監督員は，監督上知り得た業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。 

（工事監督員の職務分担） 

第４条 工事監督員は，総括監督員，主任監督員及び監督員とし，監督業務を行う。 

２ 総括監督員は，主任監督員及び監督員を指揮指導し，主に次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 前条第１項第１号の内，特に重要なもの 

(2) 主任監督員を置かない場合は，総括監督員が第３項第１号から第３号までの業務を行う。 

(3) 前条第１項第４号の工事担当課長に対する報告 

３ 主任監督員は，総括監督員の指示によるほか，監督員を指揮指導し，主に次の各号に掲げる

業務を行う。 

(1) 前条第１項第１号のうち，重要なもの 

(2) 前条第１項第２号のうち，重要なもの 

(3) 前条第１項第３号のうち，重要なもの 

(4) 前条第１項第４号の総括監督員に対する報告 

４ 監督員は,総括監督員又は主任監督員の指示によるほか，主に次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 前条第１項第１号（重要なものを除く。） 

(2) 前条第１項第２号（重要なものを除く。） 

(3) 前条第１項第３号（重要なものを除く。） 

(4) 前条第１項第４号の総括監督員又は主任監督員に対する報告 

 

第２章 工事の監督 

 

 （契約図書に基づく処理方法） 

第５条 工事監督員は，契約図書に示された指示，承諾（図書等の作成を含む。），協議，検査及

び確認等の経過を書面により適正に処理する。 

 

（施工計画書の受理） 

第６条 工事監督員は，請負人から提出された施工計画書により，施工計画の内容を把握する。

施工計画に変更が生じた場合も同様とする。 

２ 前項の施工計画書のうち，総合施工計画書については，確認の後，工事担当課長に報告し，

その確認を受ける。 

 

（施工体系図及び施工体制台帳の受理） 

第７条 工事監督員は，請負人から提出された施工体系図及び施工体制台帳により，施工体制の

把握及び確認を行う。施工体制に変更が生じた場合も同様とする。 

 

（支給材料及び貸与品の検査，引渡し） 

第８条 工事監督員は，契約図書に定められた支給材料又は貸与品について，その品名，数量，

品質，規格又は性能を契約図書に基づき検査し，引渡しを行い，請負人から支給材料受領書を

徴し，物品管理者に報告しなければならない。 

２ 工事監督員は，前項の規定により引渡しを行った後，請負人から支給材料又は貸与品にかし

があり使用に適当でない旨の通知があった場合は，その事実を確認し，物品管理者に報告しな

ければならない。 

３ 工事監督員は，工事の完成時（完成前にあっては支給材料の精算を行うことができるとき），

現場代理人から支給材料の精算に係る書類の提出があった場合は，その内容が事実に相違ない

ことを確認する。 
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４ 工事監督員は，工事の完成，変更又は契約の解除によって支給材料（貸与品を含む。）の返

還を受ける場合は，契約図書に示す場所において，第１項の検査を行い，これを受領して，請

負人から支給材料返納書を徴し，物品管理者に報告しなければならない。 

 

（指定材料の確認） 

第９条 工事監督員は，契約図書において，工事監督員の検査若しくは確認を受けて使用すべき

ものと指定された工事材料，又は工事監督員の立会いの上，調合若しくは調合について見本の

確認を受けるものと指定された材料については，品質，規格等の検査又は確認を行わなければ

ならない。 

 

（工事監督員の立会い） 

第 10 条 工事監督員は，契約図書において工事監督員の立会いの上，施工するものと指定され

た事項について，請負人から請求されたときは，立会いを行う。 

 

（工事施工状況の確認） 

第 11条 工事監督員は，契約図書において段階確認後施工するものと指定された事項について，

請負人から段階確認の請求があったとき又は工事監督員が特に必要と認めたときは，出来形，

品質，規格，数量等の施工状況の確認を行う。 

 

（監督体制の強化） 

第 12 条 工事監督員は，契約課長から調査基準価格を下回って契約を締結した工事の通知があ

ったときは，工事目的物の品質管理を行うため，旭川市建設工事等低入札価格調査要領及び旭

川市最低制限価格制度実施試行要領に定める監督体制の強化等の措置をとる。 

 

（改造請求及び破壊による検査） 

第 13条 工事監督員は，工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場合で，必要

があると認められるときは，改善の指示又は改造請求を行うことができる。 

２ 工事監督員は，契約図書において工事監督員の検査，確認，立会い及び見本又は工事写真等

の記録を整備すべきものと指定されたもののうち，請負人がその義務を怠って施工した場合，

又は工事の施工部分が契約図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必

要があると認められる場合に，工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

 

（工程把握及び工事促進指示） 

第 14 条 工事監督員は，請負人からの履行報告に基づき工程を把握し，必要に応じて工事促進

の指示を行う。 

２ 工事監督員は，請負金額が 2,000万円以上の工事については，請負人から工事月報及び工事

進捗状況表を提出させることにより，工事の進捗状況その他契約の履行について必要な事項の

報告をさせるものとする。なお，土木工事については，請負金額にかかわらず工事旬報を提出

させる。 

３ 工事監督員は，前項の報告に際し，必要があるときは，全体の進捗状況を確認できる写真（３

枚程度）を併せて提出させる。 

４ 工事監督員は，第２項による提出を受けたときは，主要な作業種目，作業量及び主要資材搬

入量を確認した上で，これを翌月５日までに工事担当課長に報告する。 

５ 工事監督員は，前項の確認及び報告に当たっては，工事代金の支払い計画等に支障の生じな

いよう，関係部局との連絡調整を行う。 
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（関連工事との調整） 

第 15 条 工事監督員は，当該工事に関連する他の工事が施工上密接に関連する場合は，必要に

応じて施工について調整し，請負人に対し必要事項を指示する。 

 

（書類の整理） 

第 16 条 工事監督員は，請負人から提出若しくは自己が作成した工事施工協議簿，地元対応の

経緯及び関係機関との協議，報告書等について，その経緯を明らかにし，整理しておかなけれ

ばならない。 

 

（工事関係者に関する措置請求） 

第 17 条 工事監督員は，現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき又

は主任技術者若しくは監理技術者，専門技術者その他請負人が工事を施工するために使用して

いる下請負人で，工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは，

旭川市工事安全対策要領に定めるとおり事務処理をするとともに，工事関係者の措置請求に係

る上申書を建築部長（工事請負金額が 1,000 万円未満のときは，工事担当課長。以下同じ。）

に提出し，その指示を受ける。 

 

（条件等不一致に関する調査，確認） 

第 18 条 工事監督員は，次の各号に掲げることについて，請負人からその事実の確認を請求さ

れたとき又は自らその事実を発見したときは，請負人の立会いの上，直ちに調査を行わなけれ

ばならない。 

(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書が一致しないこと（これ

らの優先順位が定められている場合を除く。） 

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと 

(4) 設計図書に示された施工条件と実際の工事現場とが一致しないこと 

(5) 設計図書に明示されていない施工条件について，予期することのできない特別な状態が

生じたこと 

２ 工事監督員は，前項各号の確認後，速やかにその内容を工事担当課長に報告するとともに，

調査結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは，当該指示を含む。）を調

査終了後１４日以内に請負人に通知しなければならない。 

 

（設計図書の変更） 

第 19 条 工事監督員は，前条の確認の結果，設計図書を変更する必要があると認められるとき

は，設計変更上申書を建築部長に提出し，設計変更するかどうかの指示を受ける。 

２ 工事監督員は，依頼課から工事に関係する要望があった場合など，設計図書を変更する必要

が生じたときは，設計変更上申書を建築部長に提出し，設計変更するかどうかの指示を受ける。 

３ 工事監督員は，賃金等の変動に伴い請負代金が著しく不適当になったときは，「賃金等の変

動に対する旭川市建設工事請負契約約款第２５条第６項の取扱いについて」に定めるとおり，

発注者又は受注者からのスライド協議の請求及び請負代金額の変更の協議の事務処理を行う。

また請負人と協議を行った結果，スライド額についての設計変更が必要な場合は，設計変更上

申書を建築部長に提出し，設計変更するかどうかの指示を受ける。 

４ 工事監督員は，建築部長が必要と認め指示のあった場合における設計図書の変更に伴い契約

変更が必要な場合は，その事務を総務部長に依頼する。 
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５ 工事監督員は，設計図書の変更に伴い，工期を変更する必要がある場合は，工期の算定を適

切に行う。 

 

 （請負代金の変更に代える設計図書の変更） 

第 19 条の 2 工事監督員は，請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合にお

いて，特別の理由があるときは，請負人と協議し請負代金額の変更に代えて設計図書を

変更する。 

 

（工事の一時中止） 

第 20 条 工事監督員は，工事の全部又は一部の施工を一時中止する必要があると認められると

きは，一時中止の範囲，理由を付し，工事の一時中止に係る上申書を建築部長に提出し，その

指示を受ける。 

２ 工事監督員は，建築部長が必要と認め指示のあった場合における工事の一時中止に係る事務

については，総務部長に依頼する。 

３ 工事監督員は，工事の一時中止に伴い，工期を変更する必要がある場合は，工期の算定を適

切に行う。 

４ 工事監督員は，請負人から工事の一時中止に係る承諾書が提出された場合は，速やかに建築

部長に報告しなければならない。 

 

（工期の延長請求） 

第 21 条 工事監督員は，請負人から工期の延長変更に係る請求書類の提出があった場合は，工

程状況及びその理由に関する調査を行い，工期の延長に係る上申書を添えて建築部長に提出し，

その指示を受ける。 

２ 工事監督員は，建築部長が必要と認め，指示のあった場合における工期の延長に係る事務に

ついては，総務部長に依頼する。 

３ 工事監督員は，工期の延長変更に係る請求に伴い，工期を変更する必要がある場合は，工期

の算定を適切に行う。 

 

（損害発生の調査及び報告） 

第 22 条 工事監督員は，工事目的物の損害について，請負人から報告を受けた場合は，その原

因，損害の状況等を調査し，直ちに工事担当課長に報告するとともに，旭川市工事安全対策要

領に定めるとおり事務処理をし，工事担当課長の指示を受ける。 

２ 第三者に及ぼした損害についても，前項の規定を適用する。 

 

（不可抗力による損害の調査及び報告） 

第 23 条 工事監督員は，天災等の不可抗力により，工事目的物の損害について，請負人から損

害発生に係る通知を受けた場合は，請負人の立会いの上，その原因，損害の状況等を調査し，

直ちに工事担当課長に報告するとともに，旭川市工事安全対策要領に定めるとおり事務処理を

し，工事担当課長の指示を受ける。 

 

（部分使用） 

第 24 条 工事監督員は，依頼課から部分使用の依頼があり，部分使用が可能と認める場合は，

工事担当課長に報告し，工事担当課長は，契約課長に部分使用に係る事務処理を依頼する。 

 

（現場発生品の処理） 
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第 25 条 工事監督員は，工事現場における発生品（残存物件，発生物件）について，請負人か

ら生産物件（発生材）報告書の提出があったときは，規格，数量等を確認し，その保管方法等

について指示を行い，速やかに依頼課に報告する。 

 

 （地元対応） 

第 26 条 工事監督員は，地元住民等からの工事に関する苦情，要望等に対し適切にその対応を

行わなければならない。 

 

 （関係機関との協議，調整） 

第 27 条 工事監督員は，工事に関して，必要に応じて関係機関との協議，調整等を行い，それ

に伴う必要な措置を講ずる。 

 

（臨機の措置） 

第 28 条 工事監督員は，災害防止その他工事の施工上特に必要があると認められるときは，請

負人に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

２ 請負人から臨機の措置について意見を求められたとき又は工事監督員が臨機の措置をとる

ことを請求するときは，立会い，確認又は検査により災害防止その他工事の施工上の状況を把

握した上で，その措置の妥当性について十分に確認しなければならない。 

３ 工事監督員は，請負人に対して第１項の請求を行ったときは，直ちに工事担当課長に報告す

るとともに，旭川市工事安全対策要領に定めるとおり事務処理をし，工事担当課長の指示を受

ける。 

 

（事故等に対する措置） 

第 29 条 工事監督員は，請負人から事故等の発生報告を受けたときは，直ちに工事担当課長に

報告するとともに，旭川市工事安全対策要領に定めるとおり事務処理をし，工事担当課長の指

示を受ける。 

 

（中間前金払の認定） 

第 30 条 工事監督員は，請負人から建設工事中間前金払認定申請書の提出を受けたときは，支

払要件を満たしているかを調査し，速やかに工事担当課長に報告しなければならない。 

２ 中間前金払に係る手続は，旭川市中間前金払要領に定めるとおり適切に行う。 

 

（出来形部分等の確認及び報告） 

第 31 条 工事監督員は，請負人から出来形部分等検査願の提出があった場合は，当該部分の出

来形を確認し，速やかに工事担当課長に報告しなければならない。 

２ 工事監督員は，既済部分検査及び完済部分検査の出来形検査に先立って，出来形図及び出来

形内訳書を検査員に提出しなければならない。 

 

（内装工事の完了確認等） 

第 32 条 工事監督員は，契約図書において揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の室内濃度測定に伴う

内装工事の完了期日が指定された場合において，請負人から揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の室

内濃度測定に伴う内装工事完了確認願の提出があったときは，速やかに確認を行い，その結果

について口頭で請負人に通知する。 

２ 前項の規定は，概成工期が指定された場合について準用する。この場合において，前項中「揮

発性有機化合物（ＶＯＣ）の室内濃度測定に伴う内装工事の完了期日」とあるのは「概成工期」
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と，「揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の室内濃度測定に伴う内装工事完了確認願」とあるのは「概

成工期に伴う確認願」と読み替える。 

 

（工事完成の確認，報告等） 

第 33 条 工事監督員は，請負人からしゅん功届の提出があったときは，当該工事が完成したこ

とを確認し，速やかに工事担当課長に報告しなければならない。 

２ 工事監督員は，建設工事検査事務処理要領に基づき評定を行い，工事施行成績評定表を工事

担当課長に報告しなければならない。 

 

（検査日の通知等） 

第 34条 工事監督員は，工事検査（建設工事検査事務処理要領に基づく検査をいう。）に先立っ

て，口頭で検査日を請負人に通知する。 

２ 工事監督員は，工事検査に立会う。 

 

附 則 

１ この要領は，平成 16年 4月 1日から施行する。 

２ 旭川市請負工事(建築・設備)監督要領(平成 9年 12月 1日)は，廃止する。 

 

附 則 

１ この要領は，平成 19年 12月７日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は，平成 24年 6月 14日から施行する。 

２ 旭川市都市建築部 建築・設備関係請負工事監督要領の運用指針(平成 16 年 4 月 1 日)は，

廃止する。 

 

附 則 

１ この要領は，平成 25年 4月 12日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は，平成 26年 3月 24 日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は，平成 28年 5月 23日から施行する。 

 

  附 則 

１ この要領は，平成 29年 3月17日から施行する。 

 


